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原 議 保 存 期 間 3 0 年

（平成5 4年 1 2月 3 1日まで）

各 地 方 機 関 の 長 警 察 庁 丙 保 発 第 1 9 号
殿

各 都 道 府 県 警 察 の 長 平 成 2 4 年 1 1 月 2 1 日

（参考送付先） 警 察 庁 生 活 安 全 局 長

各 附 属 機 関 の 長

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政

令等の施行について（通達）

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令

（平成24年政令第274号。別添１。以下「改正令」という。）及び風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則（平成24年国家公安

委員会規則第14号。別添２。以下「改正規則」という。）が本日公布、施行された。

改正令及び改正規則の趣旨、概要等は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾の

ないようにされたい。

なお、以下この通達において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和23年法律第122号）を「法」と、改正令による改正前の風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律施行令（昭和59年政令第319号）を「旧令」と、改正令

による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令を「新令」

と、改正規則による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行

規則（昭和60年国家公安委員会規則第１号）を「旧規則」と、改正規則による改正後

の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則を「新規則」という。

記

第１ 改正令の趣旨

法第２条第１項第４号は、「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさ

せる営業」を風俗営業として掲げる一方、「客にダンスを教授するための営業の

うちダンスを教授する者（政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課

程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定め

る者に限る。）が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業」を

風俗営業から除外している。この「政令で定めるダンスの教授に関する講習」（以

下「指定講習」という。）は、旧令第１条において、社団法人全日本ダンス協会

連合会又は財団法人日本ボールルームダンス連盟（以下「特定講習団体」という。）

がダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習であって、ダンスを有償

で教授する能力を有する者を養成することができるものとして国家公安委員会が

指定するものとされているところ、近年、特定講習団体以外にもダンスの教授に

関する講習（以下「ダンス教授講習」という。）を行う団体が現れており、それ

らの団体についても、ダンス教授講習の実施に関する業務（以下「講習業務」と
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いう。）を適正かつ確実に行うことができるのであれば、指定講習の実施主体と

して問題ないと考えられることから、実施主体の間口を広げるため、同条を改正

するものである。

また、法第２条第１項第４号の「政令で定める者」は、旧令第１条の２におい

て、特定講習団体が指定講習の課程を修了した者と同等の能力を有する者として

国家公安委員会規則で定めるところにより国家公安委員会に推薦した者とされて

いるところ、旧令第１条の改正に併せて推薦主体を改めるため、旧令第１条の２

を改正するものである。

第２ 改正令の概要

１ 指定講習の実施主体の見直し

指定講習の実施主体について、特定講習団体から「ダンスの教授に関する講習

の実施に関する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる法人」

に改めた（新令第１条）。

２ 指定講習の課程を修了した者と同等の能力を有する者として国家公安委員会に

推薦する主体の見直し

指定講習の課程を修了した者と同等の能力を有する者として国家公安委員会

に推薦する主体について、特定講習団体から「指定された講習を行う法人」に改

めた（新令第１条の２）。

３ ダンス教授講習の指定に関する経過措置

改正令の施行の際現に旧令第１条の規定により指定されているダンス教授講習

は、改正令の施行の日に、新令第１条の規定により指定されたものとみなすこと

とした（改正令附則第２項）。

第３ 改正規則の趣旨

改正令により指定講習の実施主体等を改めたことに伴い、指定の基準等につ

いて所要の改正を行うものである。

第４ 改正規則の概要

１ ダンス教授講習の指定の基準の見直し

(1) 実施主体に係る基準の見直し

ダンス教授講習の指定の基準として、次の要件の全てに適合している法人が

実施する講習であることを加えた（新規則第１条の２第２項第１号）。

ア 講習業務を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有するこ

と。

イ 講習業務を適正かつ確実に行うため必要な施設を確保していること。

ウ 講習業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより講習

業務が不公正になるおそれがないこと。
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エ 指定の申請をした法人（以下「指定申請法人」という。）が、客にダンス

を教授するための営業を営む者（以下「ダンススクール営業者」という。）

に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

(ｱ) 指定申請法人が株式会社である場合にあっては、ダンススクール営業者

がその親法人（会社法（平成17年法律第86号）第879条第１項に規定する

親法人をいう。）であること。

(ｲ) 指定申請法人の役員（持分会社（会社法第575条第１項に規定する持分

会社をいう。）にあっては、業務を執行する社員）に占めるダンススクー

ル営業者の役員又は職員（過去２年間に当該ダンススクール営業者の役員

又は職員であった者を含む。以下同じ。）の割合が２分の１を超えている

こと。

(ｳ) 指定申請法人の代表権を有する役員が、ダンススクール営業者の役員又

は職員であること。

(2) ダンス教授講習の実施頻度に係る基準の見直し

ダンス教授講習の実施頻度に係る基準については、旧規則において「全国

的な規模においておおむね毎年２回以上実施されるものであること。」とされ

ていたところ、「おおむね毎年２回以上」を「おおむね毎年１回以上」に改め

た（新規則第１条の２第２項第６号）。

２ 指導監督に関する規定等の見直し

(1) 解任の勧告

国家公安委員会は、指定を受けたダンス教授講習を行う法人及び指定を受け

たダンス教授試験（ダンスを正規に教授する能力に関する試験をいう。以下同

じ。）を行う法人（以下「ダンス教授講習機関等」という。）の役員又は講師

若しくは試験員が指定を受けたダンス教授講習又はダンス教授試験の実施に関

する業務に関し不正な行為をしたときは、当該ダンス教授講習機関等に対し、

当該役員又は講師若しくは試験員の解任を勧告することができることとした。

（新規則第１条の７及び第２条の４）

(2) その他

ダンス教授講習及びダンス教授試験の指定に係る申請書の記載事項及び添付

書類等について所要の変更を行った（新規則第１条の２から第１条の６まで、

第１条の８から第３条まで及び別記様式第１号）。

３ 経過措置

(1) ダンス教授試験の指定に関する経過措置

改正規則の施行の際現に旧規則第２条第１項の規定により指定されているダ

ンス教授試験は、改正規則の施行の日に、新規則第２条第１項の規定により指

定されたものとみなすこととした（改正規則附則第３条）。

(2) その他

その他ダンス教授講習機関等に係る所要の経過措置を定めた（改正規則附則
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第２条及び第４条）。

第５ 留意事項

新令及び新規則の規定により国家公安委員会がダンス教授講習又はダンス教

授試験を新たに指定したときは、追って示達する。
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業
を
営
む
者

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
ダ
ン
ス
ス
ク
ー
ル
営
業
者
」
と
い
う
。
）
に
支
配

さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

指
定
申
請
法
人
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ダ
ン
ス
ス
ク
ー

(1)
ル
営
業
者
が
そ
の
親
法
人
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第

八
百
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
親
法
人
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

指
定
申
請
法
人
の
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項

(2)
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員

）
に
占
め
る
ダ
ン
ス
ス
ク
ー
ル
営
業
者
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に

当
該
ダ
ン
ス
ス
ク
ー
ル
営
業
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

指
定
申
請
法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
が
、
ダ
ン
ス
ス
ク
ー
ル
営
業
者

(3)
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

五

当
該
講
習
に
お
け
る
指
導
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
講
師

四

当
該
講
習
に
お
け
る
指
導
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
講
師

と
し
て
講
習
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
し
て
講
習
の
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

全
国
的
な
規
模
に
お
い
て
お
お
む
ね
毎
年
一
回
以
上
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

五

全
国
的
な
規
模
に
お
い
て
お
お
む
ね
毎
年
二
回
以
上
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

こ
と
。



（
ダ
ン
ス
教
授
講
習
の
指
定
の
申
請
）

（
指
定
の
申
請
）

第
一
条
の
三

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

第
一
条
の
三

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
講
習
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

請
書
を
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

載
し
た
申
請
書
を
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ダ
ン
ス
教
授
講
習
に
係
る
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

三

（
略
）

二

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

二

登
記
事
項
証
明
書

三

役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

四

講
習
業
務
に
係
る
事
業
に
関
す
る
組
織
を
記
載
し
た
書
面

五

資
産
の
総
額
及
び
種
類
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
こ
れ
を
証
す
る
書
面

六

講
習
業
務
を
行
う
た
め
の
施
設
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

七
・
八

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
名
称
等
の
公
示
）

（
名
称
等
の
公
示
）

第
一
条
の
四

国
家
公
安
委
員
会
は
、
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
ダ

第
一
条
の
四

国
家
公
安
委
員
会
は
、
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
ダ

ン
ス
教
授
講
習
（
以
下
「
指
定
講
習
」
と
い
う
。
）
の
名
称
並
び
に
当
該
指
定
講
習

ン
ス
教
授
講
習
（
以
下
「
指
定
講
習
」
と
い
う
。
）
の
名
称
並
び
に
当
該
指
定
講
習

を
行
う
法
人
（
以
下
「
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
名
称
、
住
所
及
び

を
行
う
法
人
（
以
下
「
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
住
所
を

ダ
ン
ス
教
授
講
習
に
係
る
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る

公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

。（
名
称
等
の
変
更
）

（
名
称
等
の
変
更
）



第
一
条
の
五

（
略
）

第
一
条
の
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
は
、
第
一
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
記
載
事

３

ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
は
、
第
一
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
の
記
載
事

項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
国
家
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な

項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
国
家
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
等
）

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
等
）

第
一
条
の
六

ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
の
指
定
講
習
に
係
る
事
業
計

第
一
条
の
六

ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
は
、
指
定
講
習
に
係
る
毎
事
業
年
度
の
事
業
計

画
及
び
収
支
予
算
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
国
家
公
安
委
員
会
に
提

画
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
の
指
定
講
習
に
係
る
事
業
報
告
書
及
び

２

ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
は
、
指
定
講
習
に
係
る
毎
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書
を
作

収
支
決
算
書
並
び
に
貸
借
対
照
表
及
び
財
産
目
録
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
経
過

成
し
、
当
該
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

後
三
月
以
内
に
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

３

国
家
公
安
委
員
会
は
、
指
定
講
習
に
係
る
事
業
の
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
必
要

３

国
家
公
安
委
員
会
は
、
指
定
講
習
に
係
る
事
業
の
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
に
対
し
、
そ
の
財
産
の
状

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
に
対
し
、
そ
の
事
業
の
運

況
又
は
事
業
の
運
営
に
関
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

営
に
関
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
解
任
の
勧
告
）

第
一
条
の
七

国
家
公
安
委
員
会
は
、
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
の
役
員
又
は
講
師
が
指

定
講
習
の
実
施
に
関
す
る
業
務
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当
該
ダ
ン
ス

教
授
講
習
機
関
に
対
し
、
当
該
役
員
又
は
講
師
の
解
任
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る

。（
改
善
の
勧
告
）

（
改
善
の
勧
告
）



第
一
条
の
八

国
家
公
安
委
員
会
は
、
指
定
講
習
が
第
一
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず

第
一
条
の
七

国
家
公
安
委
員
会
は
、
指
定
講
習
が
第
一
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
又
は
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
の
財
産
の

れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
又
は
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
の
指
定
講

状
況
若
し
く
は
そ
の
指
定
講
習
に
係
る
事
業
の
運
営
に
関
し
改
善
が
必
要
で
あ
る
と

習
に
係
る
事
業
の
運
営
に
関
し
改
善
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
ダ
ン

認
め
る
と
き
は
、
当
該
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
に
対
し
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置

ス
教
授
講
習
機
関
に
対
し
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す

を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
の
取
消
し
等
）

（
指
定
の
取
消
し
等
）

第
一
条
の
九

国
家
公
安
委
員
会
は
、
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
が
、
こ
の
規
則
の
規
定

第
一
条
の
八

国
家
公
安
委
員
会
は
、
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
が
、
こ
の
規
則
の
規
定

に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
が
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
が
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

、
当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
講

当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
講
習

習
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
推
薦
の
方
法
）

（
推
薦
の
方
法
）

第
二
条

令
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
推
薦
は
、
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
が
行
う
ダ

第
二
条

令
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
推
薦
は
、
特
定
講
習
団
体
が
行
う
ダ
ン
ス
教

ン
ス
教
授
試
験
（
ダ
ン
ス
を
正
規
に
教
授
す
る
能
力
に
関
す
る
試
験
を
い
う
。
以
下

授
試
験
（
ダ
ン
ス
を
正
規
に
教
授
す
る
能
力
に
関
す
る
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

同
じ
。
）
で
あ
つ
て
国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て

）
で
あ
つ
て
国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の

、
そ
の
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
（
以
下
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載

者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
（
以
下
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
名

し
た
名
簿
を
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

簿
を
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
は
、
そ
の
者
か
ら
の
申
出
に

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
特
定
講
習
団
体
は
、
そ
の
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
、

よ
り
、
国
際
的
な
規
模
で
開
催
さ
れ
る
ダ
ン
ス
の
競
技
会
に
入
賞
し
た
者
そ
の
他
の

国
際
的
な
規
模
で
開
催
さ
れ
る
ダ
ン
ス
の
競
技
会
に
入
賞
し
た
者
そ
の
他
の
前
項
に

前
項
に
規
定
す
る
者
と
同
等
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の

規
定
す
る
者
と
同
等
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
氏

者
の
氏
名
等
及
び
そ
の
者
が
同
項
に
規
定
す
る
者
と
同
等
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め

名
等
及
び
そ
の
者
が
同
項
に
規
定
す
る
者
と
同
等
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
た
理
由



た
理
由
を
記
載
し
た
推
薦
書
並
び
に
そ
の
理
由
を
疎
明
す
る
書
類
を
国
家
公
安
委
員

を
記
載
し
た
推
薦
書
並
び
に
そ
の
理
由
を
疎
明
す
る
書
類
を
国
家
公
安
委
員
会
に
提

会
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
推
薦
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
推
薦
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
ダ
ン
ス
教
授
試
験
の
指
定
の
基
準
等
）

（
指
定
の
基
準
等
）

第
二
条
の
二

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

第
二
条
の
二

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
指

単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
は
、
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関

定
」
と
い
う
。
）
は
、
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
講
習
団
体
の
申
請
に
基
づ
き

の
申
請
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

２

国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
ダ
ン
ス
教
授
試
験
が
次

２

国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
ダ
ン
ス
教
授
試
験
が
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
し
な
け
れ
ば
な

な
い
。

ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

（
ダ
ン
ス
教
授
試
験
の
指
定
の
申
請
）

第
二
条
の
三

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二

ダ
ン
ス
教
授
試
験
に
係
る
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

三

ダ
ン
ス
教
授
試
験
の
名
称

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ダ
ン
ス
教
授
試
験
の
実
施
の
基
本
的
な
計
画
を
記
載
し
た
書
面

二

試
験
員
の
氏
名
、
住
所
並
び
に
ダ
ン
ス
教
授
試
験
に
関
す
る
資
格
及
び
略
歴
を

記
載
し
た
書
面



（
ダ
ン
ス
教
授
試
験
へ
の
準
用
規
定
）

（
ダ
ン
ス
教
授
試
験
へ
の
準
用
規
定
）

第
二
条
の
四

第
一
条
の
四
か
ら
第
一
条
の
九
ま
で
の
規
定
は
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関

第
二
条
の
三

第
一
条
の
三
か
ら
第
一
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
特
定
講
習
団
体
が
行
う

が
行
う
ダ
ン
ス
教
授
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
の

ダ
ン
ス
教
授
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
の
三
第
二

四
中
「
指
定
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
試
験
」
と
、
「
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
」

項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項

と
あ
る
の
は
「
ダ
ン
ス
教
授
試
験
機
関
」
と
、
第
一
条
の
五
第
一
項
中
「
ダ
ン
ス
教

」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
講
師
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
員
」
と
、
第
一
条
の
四
中
「

授
講
習
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
ダ
ン
ス
教
授
試
験
機
関
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の

指
定
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
試
験
」
と
、
「
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
」
と
あ
る

は
「
第
二
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「

の
は
「
ダ
ン
ス
教
授
試
験
機
関
」
と
、
第
一
条
の
五
第
一
項
中
「
ダ
ン
ス
教
授
講
習

ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
ダ
ン
ス
教
授
試
験
機
関
」
と
、
「
第
一
条

機
関
」
と
あ
る
の
は
「
ダ
ン
ス
教
授
試
験
機
関
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

の
三
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
の
三
第
二
項
各
号
」
と
、
「
書
類
」
と

二
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
ダ
ン
ス

あ
る
の
は
「
書
面
」
と
、
第
一
条
の
六
中
「
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
」
と
あ
る
の
は

教
授
講
習
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
ダ
ン
ス
教
授
試
験
機
関
」
と
、
「
第
一
条
の
三
第

「
ダ
ン
ス
教
授
試
験
機
関
」
と
、
「
指
定
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
試
験
」
と
、

二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条

第
一
条
の
七
中
「
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
ダ
ン
ス
教
授
試
験
機
関

の
三
第
二
項
各
号
」
と
、
第
一
条
の
六
中
「
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
」
と
あ
る
の
は

」
と
、
「
講
師
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
員
」
と
、
「
指
定
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
指

「
ダ
ン
ス
教
授
試
験
機
関
」
と
、
「
指
定
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
試
験
」
と
、

定
試
験
」
と
、
第
一
条
の
八
中
「
指
定
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
試
験
」
と
、
「

第
一
条
の
七
中
「
指
定
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
試
験
」
と
、
「
第
一
条
の
二
第

第
一
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
、
「
ダ

二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条

ン
ス
教
授
講
習
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
ダ
ン
ス
教
授
試
験
機
関
」
と
、
第
一
条
の
九

の
二
第
二
項
各
号
」
と
、
「
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
ダ
ン
ス
教
授

第
一
項
中
「
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
ダ
ン
ス
教
授
試
験
機
関
」
と

試
験
機
関
」
と
、
第
一
条
の
八
第
一
項
中
「
ダ
ン
ス
教
授
講
習
機
関
」
と
あ
る
の
は

、
「
前
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
二

「
ダ
ン
ス
教
授
試
験
機
関
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
の
三
に
お
い
て

条
」
と
、
「
指
定
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
試
験
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
条
」
と
、
「
指
定
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
試
験
」
と

。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
提
出
に
つ
い

第
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
提
出
に
つ
い



て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
に
代
え
て
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
に
代
え
て
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式

事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
別
記
様
式
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ

そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に

係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
及
び
別
記
様
式
第
一
号
の
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を

提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

定
款
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

第
一
条
の
三
第
二
項

三

登
記
事
項
証
明
書

第
一
条
の
三
第
二
項

四

役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

第
一
条
の
三
第
二
項

五

講
習
業
務
に
係
る
事
業
に
関
す
る
組
織
を
記
載
し
た
書
面

第
一
条
の
三
第
二

項
六

資
産
の
総
額
及
び
種
類
を
記
載
し
た
書
面

第
一
条
の
三
第
二
項

七

講
習
業
務
を
行
う
た
め
の
施
設
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

第
一
条
の
三
第
二

項
八
・
九

（
略
）

二
・
三

（
略
）

十

事
業
計
画
及
び
収
支
予
算

第
一
条
の
六
第
一
項

四

事
業
計
画

第
一
条
の
六
第
一
項

十
一

事
業
報
告
書
、
収
支
決
算
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
財
産
目
録

第
一
条
の
六

五

事
業
報
告
書

第
一
条
の
六
第
二
項

第
二
項

十
二

（
略
）

六

（
略
）

十
三

推
薦
書
及
び
推
薦
の
理
由
を
疎
明
す
る
書
類

第
二
条
第
二
項

七

推
薦
書
及
び
推
薦
の
理
由
を
疎
明
す
る
書
面

第
二
条
第
二
項

十
四

申
請
書

第
二
条
の
三
第
一
項

八

申
請
書

第
二
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条
の
三
第
一
項

十
五

ダ
ン
ス
教
授
試
験
の
実
施
の
基
本
的
な
計
画
を
記
載
し
た
書
面

第
二
条
の

九

ダ
ン
ス
教
授
試
験
の
実
施
の
基
本
的
な
計
画
を
記
載
し
た
書
面

第
二
条
の
三



三
第
二
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条
の
三
第
二
項

十
六

試
験
員
の
氏
名
、
住
所
並
び
に
ダ
ン
ス
教
授
試
験
に
関
す
る
資
格
及
び
略
歴

十

試
験
員
の
氏
名
、
住
所
並
び
に
ダ
ン
ス
教
授
試
験
に
関
す
る
資
格
及
び
略
歴
を

を
記
載
し
た
書
面

第
二
条
の
三
第
二
項

記
載
し
た
書
面

第
二
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条
の
三
第

二
項

十
七

事
業
計
画
及
び
収
支
予
算

第
二
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

十
一

事
業
計
画

第
二
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条
の
六
第

第
一
条
の
六
第
一
項

一
項

十
八

事
業
報
告
書
、
収
支
決
算
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
財
産
目
録

第
二
条
の
四

十
二

事
業
報
告
書

第
二
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条
の
六

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条
の
六
第
二
項

第
二
項

２

前
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
単
に
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う

。
）
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー

ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方

式
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定

す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五

に
規
定
す
る
方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に

規
定
す
る
方
式

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
工
業
規
格

Ｘ
〇
二
〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並
び
に
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇

二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い
て
行
わ
な



け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定

す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
名
称

二

提
出
年
月
日





○

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
関
係
法
令
に
規
定
す
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
国
家
公
安
委
員

会
規
則
（
平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
関
係
法
令
の
規
定

四

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
関
係
法
令
の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

第
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

第
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び

正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

一
条
の
六
第
二
項
（
第
二
条
の
四
に
お

正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

に
第
一
条
の
六
第
二
項
（
第
二
条
の
三

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

第
一
号
）

む
。
）
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
一
号
）

を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
条
第
一
項
及

並
び
に
第
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二

び
第
二
項

項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
〜
九

（
略
）

五
〜
九

（
略
）



別
表
第
二
（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
関
係
法
令
の
規
定

二

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
関
係
法
令
の
規
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

第
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

第
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び

正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

に
第
一
条
の
六
第
一
項
（
第
二
条
の
四

正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

に
第
一
条
の
六
第
一
項
（
第
二
条
の
三

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）

を
含
む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
〜
六

（
略
）

三
〜
六

（
略
）


